


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIRA フォーラムとは 

 

NIRA フォーラムは、NIRA の研究成果やその時々の重要な政策課題について、数名の識者

による多様な視点からの議論を通じて、新たな政策課題の抽出、問題解決、政策実現のた

めのアプローチなどを探るものです。今回のフォーラムは、2009 年 7 月 28 日に実施されま

した。 http://www.nira.or.jp/outgoing/forum/index.html

 



 
 
 

東アジア・フードシステム圏の構築を国家戦略とせよ 

日本大学生物資源科学部食品経済学科教授 

下渡 敏治氏 
 
東アジア・フードシステム圏の生成と展開 
 
生産から消費に至る食料の流れをフードシステムと捉えると、東アジアのフードシステムに

はかつてない大きな変化が生起している。都市部を中心に食生活の同質化（欧米化、高度化、

多様化）が進展し、フードシステム間の結合・連携関係が深化している。たとえば中国沿海部

の上海市などでは、かつてはマントウ（饅頭）と豆乳だった朝食が、パンとコーヒーに変わっ

ており、食生活の欧米化、同質化が進展している。 
また、日本と東アジア諸国とのフードシステムの結合・連携関係が緊密化し、ビジネスレベ

ルでは、既に東アジア域内市場（東アジアフードシステム圏）が成立しているといっても過言

ではない。わが国は、毎年 8 兆円以上もの食料品を海外に依存して調達しているが、そのおよ

そ半分近くがアジア地域から輸入されている。特に、アジア地域から輸入される食料品にはウ

ナギの蒲焼き、焼き鳥、冷凍餃子、ロールキャベツといった加工品・調整品が大部分を占め、

それらの多くは外食・中食などの食材として利用されており、アジアからの輸入食材なしには

日本の食卓が成り立たない状況にある。一方、近年では、日本からおよそ 3,000 億円もの農産

物・食品がアジア市場に輸出されており、日本から輸出される農水産物・食品の 8 割以上がア

ジア市場で消費されている。わが国の食品産業にとってアジアは重要な生産・調達拠点である

と同時に重要な輸出市場にもなっている。 
 
アジアでの標準化・規格化の推進には格差是正やガイドラインの設定が重要 
 
アジア都市部の発展は目覚ましく、それに対して、都市と農村の格差は縮小するどころかむ

しろ拡がっている。一概には論じられないが、農村では住民の飲料水などの衛生条件や電力、

医療、教育、道路など生活に必要な基礎的条件が未だに整備されておらず、住民の生活の基盤

が十分確立されていない地域が多い。中国製冷凍餃子事件も、或いはこうした農村環境が大き

く影響しているのかも知れない。大きな経済的、社会的格差が存在する中で、商品の規格化や

標準化を進めてゆくのは容易ではないし、反対や抵抗も予想される。規格化や標準化がさらな

る格差を生む可能性があるからである。したがって、まずは、農産物・食品の安全安心の基盤

となる農業・農村の生活環境や衛生環境を改善する必要がある。ポジティブリスト制度導入以

降、輸出商品の安全規準が厳しくなり、日本向けの中国産農水産物の輸出量が大きく落ち込む

など、冷凍餃子事件以降、輸出や消費に大きな影響がでている。現状では、わが国の規格規準

と、発展途上にあるアジア地域の規格基準との間にはかなり大きな開きがあり、日本の規格基

準に対して反発や不満が出ていることも事実である。食品に関しては、先ずアジア諸国が協力
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現地の生活者の視点に立った標準化の必要性 

東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科食品流通安全管理専攻教授 

日佐 和夫氏   
 
現地の生活者の視点に立って 
 
「アジアにおける生活者の視点に立った標準化の必要性」が本フォーラムの問題意識と

して挙げられているが、ここでいう「生活者」とは誰を指すのか。私は、食料も含めた生

活製品輸入国である「日本の生活者」だけではなく、輸出国である生産している「現地の

生活者」の視点に立つことが重要だと思っている。 
現地の生活者の視点に立つということは、アジア各地が先進国に輸出する商品と国内消

費に回す商品の品質をできるだけ近づけていくことでもある。例えば中国では、「日本に輸

出するために作られた商品の安全性は高い」と広く認識されており、検査で「規格基準」

に不適合になった製品は、現地での国内消費に回され、十分に、一般消費者に受け入れら

れている。また、日本向け輸出あるいは日本から輸入される商品は、品質・安全・安心の

視点から中国での富裕層の人気が高く、高価格であっても購入されている。このように、

わが国が輸入相手国に求める品質・安全・安心に関わる標準化（規格基準）が妥当なもの

かを検証する必要がある。日本に安全なものを輸出することと同時に、現地にも安全なも

のを供給するというスタンスがないと、現地でのコミュニケーションが十分に出来ない。 
 
食品の安全に関する標準化の課題 
 
現在、食品分野において、事業者が実施すべき管理運営の標準化（ガイドライン）が進

められている。様々な標準の中でもっとも大きな問題は、安全に関する標準であろう。こ

の場合、「安全とは何か」という定義が必要になってくる。この定義は、現実的に難しいと

考えられる。基本的に ISO のガイド 51（安全面―規格に安全に関する面を導入するため

のガイドライン）が用いられているのだが、食品関係（特に消費者など）ではこのガイド

51 についての十分な理解がなく、「絶対安全」が求められる。つまり、許容される安全性

の閾値がないのが現状だ。たとえば、日本では「中国の食品分析はおかしい」といわれる

が、天洋食品の事件はあったものの、中国製品は技術レベル、安全衛生管理レベルで場合

によっては日本よりも高いものがあると思う。中国の分析検査機関の多くは、日本の中途

半端な分析検査機関より、分析設備機器や分析要員の力量は優れているといって良いであ

ろう。また、分析だけでなく農場や工場などでの現場指導にも力を入れてきている。その

現場に、一部であるが日本の力量の低い監査員がエコノミックアニマルあるいはバイイン

グパワーを背景に一方的な監査を行っているのが実情である。今後、これらの問題で不協

和音が生じるものと予測され、これら監査技術の標準化が早急な課題であると考える。 
また、日本の「消費者」の一部は、最終製品の検査（ファイナル・チェック）を極端に

重要視する。これはある意味で「検査至上主義」を生み出すことになり、巨額な投資をし
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標準化の促進は科学的な根拠をもとに 

大阪大学大学院国際公共政策研究科准教授 

大槻 恒裕氏 
 
標準化のメリットとその科学的分析の必要性 
 
 各国間で標準化を促進することのメリットは、貿易手続きの簡素化と情報の透明性を確

保することである。各国が異なる基準を用いていること自体が貿易障壁となっており、関

税面での貿易自由化に一定の進展が見られる今日において、このような非関税障壁の重要

性が一層増している。標準化によって企業の取引コストの削減が見込まれ、関税を削減し

たときと同じような貿易促進効果が期待される。標準化の促進にあたっては、リスク評価

に加えて貿易フローや企業利益と消費者便益の変化などを推計し、全体的な経済効果を測

っていく必要があり、グラヴィティ・モデル*1や計算可能一般均衡（CGE）モデルなどを

用いた定量的な分析が多く見られるようになってきたが、日本ではこのような科学的な分

析が十分に取り入れられているとは言い難い。 
 関税は数字によってその障壁の存在やその大きさを測ることができるが、非関税障壁の

有無やその大きさを明確にするのは容易ではない。非関税障壁はしばしば政治的な交渉の

ツールとして利用されがちであるが、それは決して建設的な議論とはいえない。規格や基

準の相違がある場合には、個別の品目について一つ一つ丁寧に、その背景にある事情や科

学的な根拠を示していくことで、双方の納得のいく結論を導くのが理想的である。 
 国際標準をまとめるには、多くの国の合意が必要なので、どうしても低い基準になりが

ちであるが、これでは消費者保護という観点からは受け入れられない場合もあるだろう。

一方で高い基準を設定してしまうと、今度は生産者がそれをクリアすることができず、輸

出量が減少してしまう。この点を先進国の消費者と途上国の生産者という構図でみると、

先進国の高い基準に合わせて標準化を行うと、途上国の輸出が阻害されるという懸念が生

じる。先進国が設定する基準は、本当に消費者保護という視点から正当化されるものなの

か、科学的にも根拠があるのかを、まずは示す必要がある。保護貿易を目的に関税の代替

的な障壁として基準が利用されていないか、見極めていかなければならないのである。 
 
どのように標準化を進めるか 
 
 日本も含め EU などの先進国は、Codex 委員会*2などが設定している国際基準より厳し

い基準を設定しているケースが多い。WTO の衛生植物検疫における SPS 協定*3や貿易の

技術的障害における TBT 協定*4では、各国の基準が貿易を阻害しないこと、国際基準より

厳しい基準に対してはその理由を示さなければならないことが定められており、基準が保

護貿易の手段となることに歯止めをかけている。ただし、各国の基準が国民の環境や安心

安全に対する選好を反映しているので、先進国の基準が国際基準より厳しくなりがちであ

り、また、経済発展にともない途上国の選好が変化することを考えると、先進国の基準を
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食品の安全・安心で世界ブランドを確立する 

一橋大学イノベーション研究センター教授 

江藤 学氏   
 
標準化は比較優位のポジションを決める 
 
工業製品の規格に関してアジア域内で連携しようといういくつかの動きがある。一つは、

ある製品の標準化の基本案について各国の支持を取り付けようとするものであり、北東ア

ジア（日中韓）標準協力フォーラムとか、太平洋地域標準会議などがその役割を果たして

いる。もう一つの動きは、世界標準に対抗するためにアジア各国が連携しようというもの

である。これはアジアの域外で決められてしまう世界標準に対して、アジアの人びとが不

自由な状況にならないようにするためのものといえる。たとえばアメリカ人のサイズで作

った消防服が標準化されるとアジア人の体格では着られないし、アジアの人にはそもそも

重くて運べない。そんなものが国際標準となったら問題なのである｡アジアの域外で決まる

｢国際標準｣に対してアジアは自分たちの意見を主張しなければならなくなっている。 
しかし、これらは「アジア」とアジアの「対外地域」との取引を意識したものであり、

アジア域内の取引を活発化させるための標準化の動きは、工業製品の領域でも実はまだほ

とんどみられない。それは何故か。「標準化」は、競争における有利・不利のポジションを

変えるものであり、日本とアジア諸国とは工業製品を売るスタンスが全く違うからである。

日本は差別化された高付加価値品を売りたいのに対して、中国は安く大量生産して売りた

い｡この場合、日本はあまり標準化しないほうが有利であるが、中国は標準化するほうが有

利になる。そういう意味で、アジア域内で協同して標準化をするメリットが見つけにくい。

独自に開発した技術を持つアジアの国でも、日本、中国、韓国、台湾が、それぞれ標準化

の主導権を争っており、協同して標準を形成することが難しいのが現状である。 
 
任意規格か、強制規格か、プライベート規格か？ 
 
工業製品については、安全・安心の分野でも、日本ではアジア諸国の製品と差別化した

高級志向のニーズの方が圧倒的に強く、アジア域内での協力にメリットが見つけ難い。し

かし、食品の分野では、安全で健やかな食生活を送りたいという意識がアジアで広がりつ

つあり、協力も可能ではないかと思う。 
食品の安全・安心の規格をアジア域内で協力してつくる場合に、法律で採用することが

規定されている強制規格と、ISO や JIS／JAS などの任意規格、それに民間企業独自のプ

ライベート・スダンタードのどれで進めるのか、という選択肢がある。工業製品の経験で

は、強制規格は各国独自でバラバラになりやすく、任意規格は参加者全員が話し合って作

るため、どうしても低い水準に規準が設定されることが多い。低い水準に設定されると、

規格を満たした商品であっても先進国にとって魅力のない製品となりかねない。 
一方、品質の差別化、高品質の確保という面で先進国の企業が活用しているのは、プラ
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総合研究開発機構理事・東京大学大学院経済学研究科准教授 

柳川 範之   
 
生活者の視点に立って制度のハーモナイゼーションを 
 
グローバル化の進展のなかで、アジア経済とどう向き合っていくかは、わが国にとって

大きな課題だ。アジア経済をどうしたらより活性化できるのか、そのためにどのような貢

献ができるかを真剣に考えていく必要がある。アジア域内の取引を活性化させるうえでは、

様々な分野における制度やルールのハーモナイゼーションを行っていくことが重要だ。た

だし、既存の生産者だけが有利になったり、関連する産業の技術革新が阻害されたりして、

生活者が不利益を被らないよう、ルールの選択やハーモナイゼーションの仕方を工夫する

必要がある。アジア域内には所得格差も存在するし、政府の体制も国によって大きく違う

等難しい面があることも事実だろう。しかし、アジア諸国の生活者の便益をいかに高めて

いくのか、それに対して日本がどのような貢献ができるのかという視点で、制度やルール

のハーモナイゼーションを考えていくことは、アジア経済にとって大きなプラスになるは

ずだ。 
この点において、食品に関する安全・安心の確保はひとつの重要なトピックだ。日本の

生活者は、アジア他国の生活者と比べると品質、安全性ともに要求水準が高いといわれて

いる。それが、日本はアジア全体に過度に高い安全性を求めすぎるという批判を生む要因

にもなっている。しかし、アジア諸国の所得水準が急速に上昇している現状を踏まえると、

日本の生活者は、アジア生活者の近い将来の姿でもある。また、アジア各国の生活者全体

が安心して食品を消費できる環境を整備していくことは、アジア域内の生活者の効用を高

め、アジア経済を活性化させていくのに役立つはずである。それぞれの国によって、所得

レベルや経済環境が異なることを考えると、食品の安全・安心に関して、全体に統一的・

画一的な基準を設定することは、難しい面もあるだろう。しかし、そこで諦めてしまって

は前進はない。アジア諸国の生活者の便益をいかに高めるかという視点でみたときに、ど

こまでを統一的な基準として要求するのが望ましいのか、どのような形でのハーモナイゼ

ーションが可能であり有効なのか、建設的な議論を深めていく必要がある。 
 
基準の底上げとプライベート・ブランドによる高いレベルの確保 

 
その点から考えると、アジアにおける食品の安全・安心の確保については、二つの異な

った側面からの同時並行的な対応が必要ではないか。それは、アジア市場全体のレベルの

底上げのための基準・規格づくりと、より高い品質を保証するためのプライベート・ブラ

ンドの活用である。 
底上げの部分では、国際的規格の普及がある程度進んでおり、Codex 規格＊2など各国に

おける最低限の食品安全性を確保するための国際規格が出来つつある。しかし、それで十

安全・安心の確保でアジアの活性化を 
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[ 注 ] 
 
＊１ グラヴィティ・モデル（重力モデル／gravity model） 
二国間の貿易量は、両国の経済規模が大きいほど、また地理的距離が近いほど大きくなるとい

う傾向に基づいて、重回帰式によって貿易額を説明するモデルのこと。 
参考資料 1 より作成  
 
＊２ Codex 委員会（CAC：codex alimentarius commission） 
FAO/WHO 合同食品規格委員会とも呼ばれる。 FAO（国連食糧農業機関）と WHO（世界保

健機関）が 1962 年に合同で設立した国際政府間組織。食品規格（Codex 規格）の策定や衛生

規範の作成、残留農薬基準の設定等を通じて消費者の健康を守るとともに、食品貿易における

公正さの確保、食品企画業務の調整などを目的としている。日本は 1966 年に加盟。（2007 年

現在、加盟 175 カ国・地域）。 
参考資料 2、3 より作成 
 
＊３ SPS 協定(Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures) 
1995 年に発足した WTO の協定のなかの一つで、正式名称は「衛生植物検疫措置の適用に関す

る協定」。食品の安全性の確保や病害虫の侵入防止を図りつつも、公正な国際貿易を担保するた

め、当該措置の実施の調和および透明性確保のための指針となる規則および規律の多国間の枠

組みを定めている。 
参考資料 2、3 より作成 
 
＊４ TBT 協定(Agreement on Technical Barriers to Trade) 
正式名称は「貿易の技術的障害に関する協定」。1979 年 4 月に国際協定として合意された GATT
スタンダードコードが 1994 年 5 月に TBT 協定として改訂合意され、1995 年 1 月に WTO 協

定に包含されたもの。工業製品等の各国の規格及び規格への適合性評価手続き（規格・基準認

証制度）が不必要な貿易障害とならないよう、国際規格を基礎とした国内規格策定の原則、規

格作成の透明性の確保を規定している。TBT 協定は WTO 一括協定となっており、WTO 加盟

国全てに適用されるものとなっている。 
参考資料 4 より作成 
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